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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 

 

日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 20 年 1月 16 日開催の本投資法人役員会にお

いて、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

(1) 募集投資口数 31,800 口 

(2) 払込金額(発行価額) 未定 

（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第21条に規定される方式

により、平成 20 年 1月 28 日（月曜日）から平成 20 年 1月 31 日（木曜日）までの間

のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に開催する役員会において決定

する。） 

(3) 募集方法 一般募集とし、野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、大和証券エスエ

ムビーシー株式会社、日興シティグループ証券株式会社、新光証券株式会社、みずほ

証券株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社及びＵＢＳ証券会社（以下「引受人」と総称

する。）に全投資口を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券

の引受け等に関する規則第 21 条に規定される方式により、発行価格等決定日における

株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の

終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況

等を勘案した上で決定する。 

(4) 引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価

格）と引受人より本投資法人に払込まれる金額である払込金額（発行価額）との差額

を引受人の手取金とする。 

(5) 申込単位 1 口以上 1口単位 

(6) 申込期間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の 2営業日後の日まで。 

(7) 払込期日      平成 20 年 2 月 4 日（月曜日）から平成 20 年 2 月 7 日（木曜日）までの間のいずれか

の日。ただし、発行価格等決定日の 5営業日後の日とする。 

(8) 払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1) 売出人及び売出投資口数 野村證券株式会社 2,200 口 

なお、売出投資口数は上限を示したものである。需要状況等により減少し、又は

オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売

出投資口数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に開催する役員会

において決定する。 

(2) 売出価格 未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は、一般募集における発行

価格（募集価格）と同一とする。） 

(3) 売出方法  一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であ

る野村證券株式会社が本投資法人の投資主から 2,200 口を上限として借入れる本

投資法人の投資証券（以下「本投資証券」という。）の売出しを行う。 

(4) 申込単位    1 口以上 1口単位 

(5) 申込期間    一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受渡期日    一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(7) 売出価格、その他この投資口の売出しに必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(8) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．第三者割当による新投資口発行 

(1) 募集投資口数        2,200 口 

(2) 払込金額(発行価額) 発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。なお、払込金額（発行価

額）は一般募集における払込金額（発行価額）と同一とする。 

(3) 割当先及び口数  野村證券株式会社 2,200 口 

(4) 申込単位    1 口以上 1口単位 

(5) 申込期間    平成 20 年 3月 3日（月曜日）または平成 20 年 3月 6日（木曜日）。 

  （申込期日）     ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了す

る日の翌日から起算して 30 日目の翌営業日とする。 

(6) 払込期日 平成 20 年 3月 4日（火曜日）または平成 20 年 3月 7日（金曜日）。 

ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了す

る日の翌日から起算して 30 日目の日の 2営業日後の日とする。 

(7) 上記（5）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打切るものとする。 
(8) 払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。 

(9) 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる

売出しは、前記「１．公募による新投資口発行（一般募集）」に記載の一般募集に当たり、その需要状況等を勘案

した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社（以下「主幹事会社」という。）が本投資法人の投資主

から 2,200 口を上限として借入れる本投資証券の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）です。オーバ

ーアロットメントによる売出しの売出投資口数は、2,200 口を予定しておりますが、当該売出投資口数は上限の売

出投資口数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ

ない場合があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社が上記本投資法人の投資主から借入れた

本投資証券（以下「借入投資証券」という。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成

20 年 1月 16 日（水）開催の本投資法人役員会において、主幹事会社を割当先とする本投資法人の投資口 2,200 口

の第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」という。）を、平成 20 年 3 月 4 日（火）または平成 20

年 3月 7日（金）（ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日か

ら起算して 30 日目の日の 2営業日後の日とする。）を払込期日（以下「本第三者割当の払込期日」という。）とし

て行うことを決議しています。 
 また、主幹事会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から

本第三者割当の払込期日の 5 営業日前の日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入投資

証券の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る投資口

数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。主幹事

会社がシンジケートカバー取引により買付けた全ての本投資証券は、借入投資証券の返還に充当されます。なお、

シンジケートカバー取引期間内において、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオー

バーアロットメントによる売出しに係る投資口数に至らない投資口数でシンジケートカバー取引を終了させる場

合があります。 
 更に、主幹事会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことが

あり、かかる安定操作取引により買付けた本投資証券の全部又は一部を借入投資証券の返還に充当することがあ

ります。 
 オーバーアロットメントによる売出しに係る投資口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によっ

て買付け、借入投資証券の返還に充当する投資口数を減じた投資口数について、主幹事会社は本第三者割当に係

る割当てに応じ、本投資証券を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行投資口数の全部又は一部

につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行投資口数がその限度で減少

し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

 

２．今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移 

現 在 の 発 行 済 投 資 口 数 508,000 口 

一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 31,800 口 

一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 539,800 口 

本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 2,200 口(注) 

本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 542,000 口(注) 

（注）本第三者割当の募集投資口数の全口数に対し主幹事会社から申込みがあり、発行が行われた

場合の数字です。 
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３．発行の理由（調達資金の使途）等 

（1）発行の理由（発行調達資金の使途） 

今回の一般募集及び本第三者割当による手取概算額(上限 49,436,000,000 円)については、本投資法人に

よる新たな特定資産（ＮＢＦ豊洲ガーデンフロント他 1 物件）を取得するための資金及び借入金の返済等

に充当します。 

（2）前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

（3）投資法人の運用に与える影響の見通し 

本日付で公表した「平成 20 年 6月期の運用状況の予想の修正及び平成 20 年 12 月期の運用状況の予想に

関するお知らせ」に記載のとおりです。 

 

４．投資主への利益分配等 

（1）利益分配に関する基本方針 

本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い利益分配等を行います。 

（2）過去 3計算期間の分配状況 

 平成 18 年 6月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 6月期 

１口当たり当期純利益 20,836 円 19,224 円 19,808 円 

１ 口 当 た り 分 配 金 19,391 円 19,224 円 19,809 円 

実 績 配 当 性 向 100％ 99.9％ 100％ 

（注）1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。 

 

５．その他 

（1）売先指定の有無 

該当事項はありません。 

 

（2）売却･追加発行等の制限 

一般募集に関連して、本投資法人は、主幹事会社との間で、一般募集に関する発行価格等決定日から一般

募集の受渡期日の 3 ヶ月後の応当日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資

証券の追加発行等（ただし、一般募集、本第三者割当及び投資口分割による新投資口発行等を除きます。）

を行わない旨合意しています。 

なお、上記の場合において、主幹事会社は、制限期間中にその裁量で当該合意の内容の一部又は全部を解

除する権利を有しています。 

 

（3） 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

①エクイティ・ファイナンスの状況 

年 月 日 発 行 額 発 行 後 出 資 総 額 摘 要 

平成17年8月10日 51,491,356 千円 262,170,318 千円 公 募 増 資 

平成18年3月16日 79,040,000 千円 341,210,318 千円 公 募 増 資 

平成18年3月29日 5,236,400 千円 346,446,718 千円 第三者割当 
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②過去 3計算期間及び直前の投資口価格の推移 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 6月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 6月期 

始 値 1,120,000 円 1,550,000 円 1,730,000 円 1,540,000 円 

高 値 1,580,000 円 2,020,000 円 1,800,000 円 1,570,000 円 

安 値 1,060,000 円 1,530,000 円 1,230,000 円 1,360,000 円 

終 値 1,580,000 円 1,710,000 円 1,570,000 円 1,380,000 円 

（注）平成 20 年 6月期の投資口価格については、平成 20 年 1月 15 日現在で表示しています。 

 

以 上 

 

＊ 本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 


